
⑽ コミュニケーション 

 制  度 対  象  者 支援の内容等 制   限 窓口・手続 

 

市図書館ハン

ディキャップ

サービス 

市内在住・在勤・在学の視覚

による文字の認識が困難な

方 

寝たきり等で図書館への来

館が困難な方 

点字図書・録音図書・布の絵

本等を含む、図書館資料の貸

出し。郵送は要相談。 

宅配は市内在住者のみ 

他自治体所蔵資料の取り寄

せ、未所蔵録音図書の作成相

談。 

 

図書館資料（図書・雑誌等）

の対面朗読サービス予約制。 

 

その他、相談、情報提供。 

 ※詳細は立川市中央図書

館へお問い合わせくだ

さい。 

  Tel 042(528)6800 

  Fax 042(528)6806 

 

点字図書・録音

図書の貸出し 

視覚障害者、視覚障害者関

連の団体・学校・施設 

視覚による文字の認識が困

難な方 

点字図書及び録音図書の貸

出し。 

 申請やお問い合せは、 

日本点字図書館へ。 

Tel 03 (3209) 0241 

Fax  03 (3204)5641 

 

 
希望点訳・個人

朗読 

都内在住・在勤・在学の視覚

障害者 

個人から希望があった図書

を点訳・録音した物を提供。

希望図書は自身で用意。 

 

 

サピエ図書館 

視覚障害者、視覚障害者関

連の団体・学校・施設 

視覚による文字の認識が困

難な方 

インターネットを経由した

点字図書・録音図書の目録情

報等を配信。 

 

 
レファレンス

サービス 

視覚障害者 

視覚による文字の認識が困

難な方 

図書や資料、視覚障害関係の

施設・団体に関する情報提

供。 

 

 
専門対面リー

ディングサー

ビス 

視覚による文字の認識が困

難な方 

プライバシーに関わるもの

を除き、ご自身で用意した図

書・資料を対面で朗読。予約

制。来館が必要。 

 

 

視覚障害者の

ためのＩＴ教

室 

 １対１での個別指導。コース

は初心者コースと体験コー

スの２種類。１クール３回で

受講料は 4,500 円。予約制。

来館が必要。 

 

 
中途視覚障害

者のための点

字教室 

通所が可能な中途視覚障害

者（身体手帳をお持ちでな

い方） 

小グループ制で個別プログ

ラムに沿った点字学習支援。

授業は 60 分。予約制。来館が

必要。 

 

 

点字図書の給

付（日常生活用

具等給付事業） 

情報の入手を主として点字

に頼っている視覚障害者

（児）で、身体障害者手帳所

持者 

点字図書の給付。年間 6 タイ

トル又は 24 巻まで。 

 

 ※詳細は、 

立川市障害福祉課へお

問い合わせください。             

Tel  042 (523) 2111

㈹ 

Fax  042 (529) 8676 



 制  度 対  象  者 支援の内容等 制   限 窓口・手続 

 

点字・録音刊行

物作成配布事

業 

都内在住で18歳以上の在宅

の視覚障害者で、身体障害

者手帳所持者 

都の刊行物等から社会生活

を営む上で必要な情報知識

を点字又はカセットにし、ど

ちらか１点を郵送配布しま

す。 

 

 お問い合わせは、 

東京都盲人福祉協会

へ。 

Tel  03 (3208) 9001 

 
広報東京都 

（点字版， 

テープ版） 

視覚障害者で送付を希望す

る方 
都の政策やお知らせなどの

都政情報を提供するため毎

月１回発行し、無料で直接郵

送します。 

 お問い合わせは、 

東京都生活文化局広報

広聴部広聴課へ。 

Tel 03 (5388) 3087 

 

都議会だより

（点字版） 

視覚障害者 都議会の活動内容を知らせ

るため、年 ４回発行し、無料

で直接郵送します。 

 お問い合わせは、 

東京都議会局管理部広

報課へ。 

Tel 03 (5320) 7126 

 

点字「厚生」・ 

声の広報 

「厚生」 

18 歳以上の視覚障害者で身

体障害者手帳所持者 

国の行政、その他公的な情報

を各点字図書館等に配布し

ます。 

無料 

※声の広報「厚生」はデイジ

ー版のみで、個人の方には点

字図書館からの貸し出しと

なります。 

 お問い合わせは、 

社会福祉法人視覚障害

者団体連合へ。 

Tel 03 (3200) 0011 

Fax  03 (3200) 7755 

 
中途失明者緊

急生活訓練事

業 

都内在住の原則として18歳

以上の視覚障害者で、身体

障害者手帳所持者 

指導員の訪問による歩行・点

字・日常生活訓練・相談等。 

無料 

 お問い合わせは、 

東京都盲人福祉協会

へ。 

Tel  03（3208）9001 

 

視覚障害者日

常生活情報点

訳等サービス 

都内居住又は在勤の身体障

害者手帳を所持する視覚障

害者 

日常生活上必要とする情報

の点訳・墨訳又は対面朗読及

び FAX による電話朗読サー

ビスを行います。 

図書館や点字図書館で取

り扱っているもの又は営

利に関するものを除く。 

 

無料。ただし、対面朗読時の

テープ代、FAX による電話朗

読時の電話の費用等は自己

負担 

 お問い合わせは、 

東京都障害者福祉会館 

Tel 03 (3455) 6321 

 

点字による即

時情報ネット

ワーク事業 

都内在住者又は在勤・在学

の視覚障害者 

 

(1) 毎日の新聞記事・福祉情

報を点字紙（誌）にして，

配付します。 

 （土、日、祝日を除く） 

 無料 

 お問い合わせは、 

東京都盲人福祉協会

へ。 

Tel  03（3208）9001 

 (2) 電話ナビゲーションサ

ービス 

(1)の情報を音声に変換し

たものを電話により自動

で提供しています。 

無料（電話ナビゲーション

専用番号 0570‐021802） 

 お問い合わせは、 

東京都盲人福祉協会

へ。 

Tel  03（3208）9001 

 



 制  度 対  象  者 内  容  等 制   限 窓  口 

 

点字による即

時情報ネット

ワーク事業 

 (3) メール版 

(1)の情報をメールにて配

送します。 

無料 

 お問い合わせは、 

東京都盲人福祉協会

へ。 

Tel  03（3208）9001 

 

 

手話通訳者の 

派遣 

聴覚障害者又は言語機能障

害者で身体障害者手帳所持

者 

健常者との意思疎通を円滑

にするため手話通訳を必要

とする場合、手話通訳者を派

遣します。 無料 

 申請やお問い合わせは、 

立川市障害福祉課へ。 

Tel 042 (523) 2111

㈹ 

Fax  042 (529) 8676 

 

盲ろう者通訳 

・介助者派遣 

都内に住所を有する盲ろう

者（視覚障害と聴覚障害を

重複して持つ身体障害者

（児）であって、身体障害者

手帳を所持する者） 

盲ろう者のコミュニケーシ

ョン手段及び移動の自由を

確保し、その社会参加を促進

するため盲ろう者に対して

通訳・介助者を派遣します。 

無料（外出に必要な交通費

は、通訳・介助者分も含め

利用者負担） 

 お問い合わせは、 

東京盲ろう者友の会

へ。 

Tel  03 (3864) 7003 

Fax  03 (3864) 7004 

 

読話講習会 

18 歳以上の都内在住の中途

失聴者・難聴者で身体障害

者手帳所持者 

読話技術の指導を行い、健聴

者とのコミュニケーション

技術の習得を図ります。 

無料(教材費等は受講者負

担) 

（１） 口唇の読

み取り 

（２） 会話の練

習 

（３） 類似語の

練習 

お問い合わせは、 

東京手話通訳等派遣セ

ンターへ。 

Tel 03 (3352) 3359 

Fax  03 (3354) 6868 

 

コミュニケー

ション機器の

貸出し 

聴覚障害者で身体障害者手

帳を所持している方及びそ

の保護者、又は聴覚障害者

団体等 

貸出し機器 

オーバーヘッドプロジェクター 

磁気ループ 

ビデオプロジェクター 

無料、ただし、運搬費用等は

自己負担 

貸し出し期間 10 日間 

 

 

要約筆記者の

派遣 

○聴覚障害者等団体 

○ 身体障害者手帳の交付を

受けた聴覚障害者又は言

語機能障害者 

健聴者等との意思疎通を円

滑にするため要約筆記を必

要とする場合、要約筆記者を

派遣します。 

無料 

 申請やお問い合わせは、 

立川市障害福祉課へ。 

Tel 042 (523) 2111

㈹ 

Fax  042 (529) 8676 

 

中途失聴者・難

聴者 

手話講習会 

都内在住、在勤の中途失聴

者及び難聴者 

 

※但し、当該講習会を上級

クラスまで修了された方は

再受講できません。 

簡単な意思交流が可能な程

度の手話技術についての講

習 

無料 

（ただし、テキスト代は自己

負担） 

 お問い合せは、 

東京都福祉局 

障害者施策推進部計画課 

社会参加推進担当へ。  

Tel  03 (5320) 4147 

Fax  03 (5388) 1413 

 

喉頭摘出者 

発声訓練 

喉頭摘出者 疾病等で喉頭を摘出し、音声

機能を喪失した方を対象に、

発声訓練を行います。 

訓練内容 

① 食道発声訓練 

② 人工喉頭又は電気発

声器による発声訓練 

③ シャント訓練 

（一部補助教材有料） 

 お問い合わせは、 

（公社）銀鈴会へ。 

Tel 03 (3436) 1820 

Fax 03 (3436) 3497 



 制  度 対  象  者 内  容  等 制   限 窓  口 

 

セルフヘルプ

（自助）グルー

プによる吃音

者の発声訓練、

相談等 

都内に居住、通勤又は通学

する 15 歳以上の吃音者 

中心的な活動は例会です。吃

音に悩む吃音児・者とその家

族の暮らしに役立つさまざ

まな内容と方法の相談等 

1.発声訓練 

2.話し方研究 

3.グループワーク 

4.よりよい人間関係のための

研究 

5.その他必要な訓練 

※参加費は無料。ただしテキ

スト代等は受講者負担。 

 お問い合わせは、 

東京言友会へ。 

Tel  03 (3942) 9436 

※常駐していないため、

留守番電話となっており

ます。 

https://tokyo-gennyukai. 

jimdofree.com/ 

 

聴覚障害者向

け映像ライブ

ラリー事業 

聞こえに障害をお持ちの方

または聴覚障害関係者・団

体、東京都の関係機関及び

区市町村 

映画やテレビ番組等に字幕

をや手話を挿入した映像作

品の制作・貸出し。 

無料（2 週間）１回につき６

本まで。 

※作品目録は聴力障害者情

報文化センターホームペー

ジ か ら 閲 覧 可 能 で す 。

http://www.jyoubun-center.or.jp/  

参加費を徴収する

場合や寄付や物品

販売を目的とした

集会には利用でき

ません。 

お問い合わせは、 

社会福祉法人聴力障害

者情報文化センター

へ。 

Tel 03(6833)5004 

Fax 03(6833)5005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


